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１ 福祉サービス第三者評価とは

福祉施設・事業所でのよりよい福祉サービスの実現に向
けて、公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的
立場から福祉サービスの現状について評価を行う仕組み

サービス利用者・一般県民（インターネットで閲覧）

制度の企画・運営
評価機関認証等

《推進委員会》
専門事項の審議

島根県

評価実施

《評価調査者》
２名以上

評価機関

評価受審

サービス事業者

サービスの
継続的改善

① 認証
②評価契約

③評価実施

④公表同意

④結果説明

⑤ 報告

⑥結果の公表



１ 福祉サービス第三者評価とは

〇第三者評価の目的

社会福祉法第７８条の主旨を踏まえ、個々の事業者が事
業運営における具体的な問題点を把握し、サービスの質
の向上に結び付けることを目的とするもの

利用者の適切なサービス選択に資するための情報とな
ること

【参照】社会福祉法
（福祉サービスの質の向上のための措置等）
第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評
価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の
立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

２ 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を
援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための
措置を講ずるよう努めなければならない。



１ 福祉サービス第三者評価とは

〇第三者評価の必要性

利用者の権利擁護

福祉サービスの専門性を
利用者自身が評価しにくい

利用者と事業者の
対等性が確保しづらい

福祉制度が理解しづらい
（情報の非対称性）



２ 各分野における第三者評価の位置づけ



３ 各分野の評価基準ガイドライン策定状況



４ 第三者評価事業の対象サービス

高齢者 特別養護老人ホーム
養護老人ホーム
軽費老人ホーム（ケアハウス）
介護保険法に定める次のサービスを提供する施設・事業所
「施設サービス」「居宅サービス」「介護予防サービス」
「地域密着型サービス」「居宅介護支援」

児童 児童養護施設 母子生活支援施設
保育所 認定こども園（幼稚園型を除く）
児童地域型保育事業所 乳児院
ファミリーホーム 自立援助ホ－ム
児童心理治療施設 児童自立支援施設
放課後児童クラブ

※下線は社会的養護関係施設（義務）

障がい 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設
障害児通所支援事業所 障害者支援施設
障害福祉サービス事業所

保護 救護施設



５ 島根県の認証評価機関
認証番号 評価機関名 所在地 電話番号

１７－０１
有限会社
保健情報サービス

〒６８３－０８０４
鳥取県米子市米原二丁目７番７号

０８５９－３７－６１６２

１７－０２
有限会社
ケアオフィス

〒６９７－００６３
島根県浜田市長浜町１４３５番地

０８５５－２７－３１８７

２８－０５
NPO法人
メイアイヘルプユー

〒１４１－００３１
東京都品川区西五反田１―２６―２
五反田サンハイツ７１４号

０３－３４９４－９０３３

Ｒ２－０７
株式会社
評価基準研究所

〒１０１－００４７
東京都千代田区内神田２－４－４
藤和内神田ビル３階

０３－３２５１－４１５０

Ｒ７－０８
株式会社
ｆａｉｒ

〒６９７－００３４
島根県浜田市相生町１３９９―９

０８０－１６４１－７５７６

（令和８年２月１日現在）



【参考】障がい分野に係る第三者評価の動向
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